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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消音対象物の壁面に装着することにより、この消音対象物の振動を抑制して発生音を低
減させる消音器具であって、
　塑性変形可能で自己粘着性を有するゴム組成物からなり、消音対象物の壁面に対して緊
密に密着可能でかつ繰返し脱着が可能な構成とされている
ことを特徴とする消音器具。
【請求項２】
　前記ゴム組成物は、粘弾性材料を基材とするゴム組成物であることを特徴とする請求項
１に記載の消音器具。
【請求項３】
　前記粘弾性材料は、未架橋のゴム系材料であることを特徴とする請求項２に記載の消音
器具。
【請求項４】
　前記ゴム組成物は、ポリエチレングリコールが配合されてなることを特徴とする請求項
１から３のいずれか一つに記載の消音器具。
【請求項５】
　前記ゴム組成物は、トルマリン粉末が配合されてなることを特徴とする請求項１から３
のいずれか一つに記載の消音器具。
【請求項６】
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　前記ゴム組成物は、セラミック粉末が配合されてなることを特徴とする請求項１から３
のいずれか一つに記載の消音器具。
【請求項７】
　前記ゴム組成物は、無硫黄ファクチスが配合されてなることを特徴とする請求項１から
３のいずれか一つに記載の消音器具。
【請求項８】
　前記ゴム組成物は、硬さを調整するための硬さ調整剤が配合されてなることを特徴とす
る請求項１から３のいずれか一つに記載の消音器具。
【請求項９】
　前記ゴム組成物は、前記硬さ調整剤による硬さ調整により、消音対象物の平面状の壁面
に装着容易なシート状に形成されている
ことを特徴とする請求項８に記載の消音器具。
【請求項１０】
　前記ゴム組成物は、前記硬さ調整剤による硬さ調整により、消音対象物の凹凸面や曲面
等の非平面状の壁面に装着容易なパテ状に形成されている
ことを特徴とする請求項８に記載の消音器具。
【請求項１１】
　前記ゴム組成物は、比重を大きくするための比重増加剤が配合されてなることを特徴と
する請求項１から３のいずれか一つに記載の消音器具。
【請求項１２】
　前記ゴム組成物は、香料が配合されて芳香剤としての機能を備えることを特徴とする請
求項１から３のいずれか一つに記載の消音器具。
【請求項１３】
　前記ゴム組成物は、消臭剤が配合されてなることを特徴とする請求項１から３のいずれ
か一つに記載の消音器具。
【請求項１４】
　前記ゴム組成物は、植物乾留成分が配合されて抗菌・消臭機能を備えることを特徴とす
る請求項１から３のいずれか一つに記載の消音器具。
【請求項１５】
　前記ゴム組成物は、光触媒が配合されて抗菌・消臭機能を備えることを特徴とする請求
項１から３のいずれか一つに記載の消音器具。
【請求項１６】
　前記消音対象物が合成樹脂製のポータブルトイレであり、
　このポータブルトイレの外周壁面に、自己粘着力により剥離可能に密着保持されること
により、ポータブルトイレ使用時の制振作用で排泄音が低減される構成とされている
ことを特徴とする請求項１から１５のいずれか一つに記載のポータブルトイレ用消音器具
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は消音器具に関し、さらに詳細には、例えばポータブルトイレでの排泄音、洗濯
機の洗浄音、あるいは台所の流し台の洗浄水音などの使用時発生音を効果的に減音抑制す
るための消音器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、病院の入院患者や一般家庭の寝たきり老人等、ベッドや寝床からは離れること
ができる一方、トイレまでの移動が困難ないしは不可能な人にとっては、室内で簡易に使
用されるポータブルトイレが必需品である。
【０００３】
　ポータブルトイレは、金属製あるいはプラスチック製など種々の材質のものが開発され
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ているが、いずれの材質のものにおいても、排泄物を収容廃棄するための内バケツは、耐
食性に富むとともに、トイレ本体に対して着脱可能で、取り扱いが容易である、などの諸
条件を満たす必要性から、一般に硬質で薄肉軽量な構造とされている（例えば特許文献１
参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１３５０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような硬質で薄肉軽量な構造では、排泄使用時に生じる排泄音が比
較的大きくて周囲に響きやすく、しかもポータブルトイレの主たる使用場所が病室内のベ
ッドの側部や一般家庭の寝床の近くということもあって、ポータブルトイレの使用を余儀
なくされる入院患者や老人などの身体不自由者にとっては、周囲への排泄行為に対する気
兼ねや羞恥心には想像以上のものがあり、大変な精神的苦痛を強いられているのが実情で
ある。これがため、ポータブルトイレの利点である簡易性が十分に生かされず、排泄音に
対する減音対策が強く要望されていた。
【０００６】
　このような減音対策は、ポータブルトイレに限らず、洗濯機の洗浄音や台所の流し台の
洗浄水音など、夜間等の静寂時の使用を制限される機器についても同様に要望されていた
。
【０００７】
　本発明はかかる従来の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは
、ポータブルトイレなどの消音対象物の振動を抑制する制振作用により、周囲に漏れる使
用時発生音を有効に減音抑制することができ、しかも消音対象物に対して着脱容易で取り
扱いが容易な消音器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的を達成するため、本発明の消音器具は、消音対象物の壁面に装着することによ
り、この消音対象物の振動を抑制して発生音を低減させる消音器具であって、塑性変形可
能で自己粘着性を有するゴム組成物からなり、消音対象物の壁面に対して緊密に密着可能
でかつ繰返し脱着が可能な構成とされていることを特徴とする。
【０００９】
　好適な実施態様として、以下の構成が採用される。
（１）上記ゴム組成物は、粘弾性材料を基材とするゴム組成物である。
【００１０】
（２）上記粘弾性材料は、未架橋のゴム系材料である。
【００１１】
（３）上記ゴム組成物は、ポリエチレングリコールが配合されてなる。
【００１２】
（４）上記ゴム組成物は、トルマリン粉末が配合されてなる。
【００１３】
（５）上記ゴム組成物は、セラミック粉末が配合されてなる。
【００１４】
（６）上記ゴム組成物は、無硫黄ファクチスが配合されてなる。
【００１５】
（７）上記ゴム組成物は、硬さを調整するための硬さ調整剤が配合されてなる。
【００１６】
（８）上記ゴム組成物は、上記硬さ調整剤による硬さ調整により、消音対象物の平面状の
壁面に装着容易なシート状に形成されている。
【００１７】
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（９）上記ゴム組成物は、上記硬さ調整剤による硬さ調整により、消音対象物の凹凸面や
曲面等の非平面状の壁面に装着容易なパテ状に形成されている。
【００１８】
（１０）上記ゴム組成物は、比重を大きくするための比重増加剤が配合されてなる。
【００１９】
（１１）上記ゴム組成物は、香料が配合されて芳香剤としての機能を備える。
【００２０】
（１２）上記ゴム組成物は、消臭剤が配合されてなる。
【００２１】
（１３）上記ゴム組成物は、植物乾留成分が配合されて抗菌・消臭機能を備える。
【００２２】
（１４）上記ゴム組成物は、光触媒が配合されて抗菌・消臭機能を備える。
【００２３】
（１５）上記消音対象物が合成樹脂製のポータブルトイレであり、このポータブルトイレ
の外周壁面に、自己粘着力により剥離可能に密着保持されることにより、ポータブルトイ
レ使用時の制振作用で排泄音が低減される構成とされている。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、塑性変形可能で自己粘着性を有するゴム組成物からなり、消音対象物
の壁面に対して緊密に密着可能でかつ繰返し脱着が可能な構成とされているから、以下に
列挙するような優れた効果が得られ、ポータブルトイレなどの消音対象物の振動を抑制す
る制振作用により、周囲に漏れる使用時発生音を有効に減音抑制することができ、しかも
消音対象物に対して着脱容易で取り扱いが容易な消音器具を提供することができる。
【００２５】
（ａ）自己粘着性を有するから、消音対象物、例えばポータブルトイレの内バケツの外側
壁面に、自己粘着力で貼付装着することにより、内バケツの振動を抑制して（制振作用）
、排泄使用時に生じる排泄音を有効に減音抑制することができる。
【００２６】
（ｂ）塑性変形可能であるから、変形自在で、消音対象物の壁面の形状や性状を選ばず、
常に壁面に緊密に密着した一体感ある装着状態が得られ、消音器具本来の制振作用を十分
に発揮させることができる。
【００２７】
　すなわち、消音対象物の壁面が、平面でなく湾曲した曲面であったり、あるいは平滑面
でなく多数の凹凸が存在する凹凸面であっても、本発明の消音器具は、上記壁面に忠実に
沿って隙間のない緊密な密着状態で貼着保持されて、消音対象物と一体化させることがで
きる。これにより、消音器具本来の制振作用が十分に発揮され得る。
【００２８】
（ｃ）自己粘着性を有するから、消音対象物に対する装脱着が繰返し行え、汎用性に富む
。
【００２９】
（ｄ）ゴム組成物であるから、組成材料の配合によって、ゴム組成物の物理特性の特に硬
さを適宜調整することができ、消音対象物の壁面に最適な物理特性および構成を有する消
音器具を得ることができる。
【００３０】
　例えば、上記ゴム組成物が、硬さ調整剤により硬めの生地とされることにより、消音対
象物の平面状の壁面に装着容易なシート状の消音器具とすることができる。一方、上記ゴ
ム組成物が、硬さ調整剤により柔らかめの生地とされることにより、消音対象物の凹凸面
や曲面等の非平面状の壁面に装着容易なパテ状の消音器具とすることができる。
【００３１】
（ｅ）水に不溶なゴム組成物からなるから、表面の汚れを水で簡単に洗い流すことができ
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、水洗いで初期状態に間単に復帰させることができるとともに、清潔で衛生的な状態を維
持することができる。
【００３２】
（ｆ）上記ゴム組成物に、香料、植物乾留成分（テルペン類、カテキン等）、酸化チタン
などの光触媒などを適宜配合することで、芳香、消臭、抗菌などの各種機能を目的・用途
に応じて付加することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００３４】
　本発明に係る消音器具は、消音対象物の適所に着脱可能に装着することで、消音対象物
の振動を抑制して（制振作用）、周囲に漏れる使用時発生音を有効に減音抑制するための
ものであって、具体的には、病院や一般家庭などの室内において使用されるポータブルト
イレ減音用として最適なものである。
【００３５】
　本発明の消音器具は、人の手、指により容易に塑性変形するゴム組成物からなる。この
ゴム組成物は粘弾性材料を基材とするもので、粘弾性材料としては、未架橋のゴム系材料
が好適に用いられる。
【００３６】
　ゴム系基材としては、例えば、ＩＩＲ（ブチルゴム）、ＩＲ（イソプレンゴム）、ＳＢ
Ｒ（スチレン－ブタジエンゴム）、ＢＲ（ブタジエンゴム）、ＥＰＭ（エチレンプロピレ
ンゴム）、ＥＰＤＭ（エチレンプロピレンジエン三元共重合体）、アクリルゴム、ポリイ
ソブチレン、ＮＲ（天然ゴム）等が挙げられ、これらは単独でもよいが、好ましくは２種
以上組み合わせて用いられる。さらに、ゴム組成物の塑性変形性を損なわない範囲で、ス
チレン系樹脂、オレフィン系樹脂、エチレン－酢酸ビニル系樹脂、塩化ビニル系樹脂等の
他の基材と組み合わせても差し支えない。
【００３７】
　また、上記ゴム組成物には、必要に応じてプロセス油、流動パラフィン、菜種油、綿実
油、サブ（ファクチス）等の軟化剤、重質炭酸カルシウム、軽質炭酸カルシウム、シリカ
、珪藻土、酸化マグネシウム、タルク、セリサイト、石英粉末、モンモリロナイト、ホタ
テ、カキ、しじみなどの貝殻粉末などの充填剤、有機中空粒子、無機中空粒子および有機
・無機顔料、染料などの着色材、香料、安定剤、滑剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、防カ
ビ剤などの他の添加物も適宜任意に使用することも可能である。
【００３８】
　例えば、ゴム組成物にポリエチレングリコールが配合される場合、消音器具の皮膚に対
する粘着作用が抑制されて、手、指による作業性が改善される。
【００３９】
　つまり、消音器具をパテ状の軟らかめの生地として、これを手で練って任意の形状にす
る場合、ゴム組成物自体の自己粘着性により、消音器具が人の皮膚に粘着して作業性が悪
くなる場合があるが、添加剤としてポリエチレングリコールを配合することにより、この
ポリエチレングリコール成分がゴム組成物表面にブリードして、人の皮膚へのゴム組成物
の粘着作用が有効に抑制され、これにより手、指による作業性が改善されることとなる。
【００４０】
　配合されるポリエチレングリコールとしては、常温で液体であることが好ましく、分子
量２００～１００の物が好適に使用される。また、ポリエチレングリコールのゴム組成部
への配合量は、０～１００重量部とされ、より好ましくは1～５０重量部とされる。
【００４１】
　また、ゴム組成物に軟化剤としてファクチスが配合される場合、無硫黄ファクチスが好
適に用いられる。無硫黄ファクチスとしては、例えば、天満サブ化工株式会社製の「無硫
黄Ｕ－８」、「無硫黄Ｕ－１０」等が挙げられる。これらは単独でまたは必要に応じ２種
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以上組み合わせて用いられる。
【００４２】
　さらに、本実施形態の消音器具はゴム組成物であるから、その組成材料の配合によって
、ゴム組成物の物理特性の特に硬さを適宜調整することができ、これにより、消音対象物
（本実施形態の場合はポータブルトイレ）の壁面に最適な物理特性および構成を有する消
音器具を得ることができる。
【００４３】
　例えば、上記ゴム組成物が、硬さ調整剤により硬めの生地とされることにより、消音対
象物の平面状の壁面に装着容易なシート状の消音器具とすることができる。一方、上記ゴ
ム組成物が、硬さ調整剤により柔らかめの生地とされることにより、消音対象物の凹凸面
や曲面等の非平面状の壁面に装着容易なパテ状の消音器具とすることができる。
【００４４】
　また、消音対象物に対して、消音器具の重量が大きいほど減音・消音効果が大きく、こ
の目的のため、好ましくは、ゴム組成物に比重を大きくするための比重増加剤が適宜配合
される。この比重増加剤としては、鉄、タングステン等の金属粉、硫酸バリウム等が好適
に用いられる。
【００４５】
　さらに、上記ゴム組成物に各種添加物を適宜配合して、これら添加物の持つ諸機能を付
加することも可能であり、どのような機能を付加するかは、目的・用途に応じて適宜選択
される。
【００４６】
　例えば、以下のような態様が考えられる。
i）上記ゴム組成物に香料が配合されて、芳香剤としての機能を備える。
【００４７】
ii）上記ゴム組成物に消臭剤が配合されて、消臭機能を備える。
【００４８】
iii）上記ゴム組成物に、テルペン類、カテキン等の植物乾留成分が配合されて、抗菌・
消臭機能を備える。
【００４９】
iv）上記ゴム組成物に酸化チタンなどの光触媒が配合されて、抗菌・消臭機能を備える。
【００５０】
ｖ）上記ゴム組成物にトルマリン粉末が配合されて、マイナスイオン生成・遠赤外線放出
機能を備える。
【００５１】
Vi）上記ゴム組成物にセラミック粉末が配合されて、微量放射線・遠赤外線放射機能を備
える。
【００５２】
　以上のような成分からなる消音器具は、混練され、プレス成形、射出成形、押出成形等
により成形され、所定の形状寸法に裁断されて製品とされる。
【００５３】
　しかして、以上のように構成された消音器具は、例えば合成樹脂製のポータブルトイレ
の外周壁面、具体的には、排泄物を収容廃棄するための内バケツの底部外周壁面に、自己
粘着力により剥離可能に密着保持されることにより、ポータブルトイレ使用時の制振作用
で排泄音が低減される。
【００５４】
　すなわち、本実施形態の消音器具は、塑性変形可能で自己粘着性を有するゴム組成物か
らなり、消音対象物であるポータブルトイレの壁面に対して緊密に密着可能でかつ繰返し
脱着が可能な構成とされているから、ポータブルトイレの振動を抑制する制振作用により
、周囲に漏れる使用時発生音を有効に減音抑制することができ、しかもポータブルトイレ
に対して着脱容易で取り扱いが容易な消音器具を提供することができる。
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【００５５】
　具体的には、消音器具が自己粘着性を有するから、ポータブルトイレの内バケツの外周
壁面に、自己粘着力で貼付装着することにより、内バケツの振動を抑制して（制振作用）
、排泄使用時に生じる排泄音を有効に減音抑制することができる。
【００５６】
　また、消音器具が塑性変形可能であるから、変形自在で、内バケツの外周壁面の形状や
性状を選ばず、常に壁面に緊密に密着した一体感ある装着状態が得られ、消音器具本来の
制振作用を十分に発揮させることができる。
【００５７】
　つまり、内バケツの壁面が、平面でなく湾曲した曲面であったり、あるいは平滑面でな
く多数の凹凸が存在する凹凸面であっても、本実施形態の消音器具は、上記壁面に忠実に
沿って隙間のない緊密な密着状態で貼着保持されて、内バケツと一体化させることができ
、消音器具本来の制振作用が十分に発揮され得る。
【００５８】
　また、消音器具自体が自己粘着性を有するから、内バケツに対する装脱着が繰返し行え
、汎用性に富む。
【００５９】
　さらに、ゴム組成物から消音器具が構成されているから、組成材料の配合によって、ゴ
ム組成物の物理特性の特に硬さを適宜調整することができ、内バケツに最適な物理特性お
よび構成を有する消音器具とすることができる。
【００６０】
　例えば、上記ゴム組成物が、硬さ調整剤により硬めの生地とされることにより、内バケ
ツの平面状の壁面に装着容易なシート状の消音器具とすることができる。一方、上記ゴム
組成物が、硬さ調整剤により柔らかめの生地とされることにより、内バケツの凹凸面や曲
面等の非平面状の壁面に装着容易なパテ状の消音器具とすることができる。
【００６１】
　また、上記消音器具が水に不溶なゴム組成物からなるから、表面の汚れを水で簡単に洗
い流すことができ、水洗いで初期状態に間単に復帰させることができるとともに、清潔で
衛生的な状態を維持することができる。
【実施例】
【００６２】
　以下、実施例および比較例に基づいて本発明をさらに詳細に説明するが、これらは本発
明の範囲を何ら制限するものではない。
【００６３】
　以下の実施例および比較例で用いた原材料を表１に示す。なお、以下の記載において、
「部」は特に断らない限り「重量部」を表す。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
実施例１～１０：
　表２に示す配合からなる原材料を、加圧ニーダーおよびオープンロールを用いて混練し
、オープンロールあるいはシート用金型を用いたプレス成形により所定厚みのシートを得
た後、円盤形状に裁断して、本発明に係る消音器具試料（実施例１～１０）を得た。
【００６６】
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【表２】

【００６７】
比較例１～３：
　表３に示す配合からなる原材料を、加圧ニーダーおよびオープンロールを用いて混練し
、オープンロールあるいはシート用金型を用いたプレス成形により所定厚みのシートを得
た後、円盤形状に裁断して、比較試料（比較例１～３）を得た。
【００６８】

【表３】

【００６９】
　以上のようにして得た実施例１～１０および比較例１～３の各試料について、以下のよ
うな特性についての確認実験を行った。
【００７０】
Ａ．減音・消音性能および脱着性能についての確認実験：
（ａ）使用装置・器具：
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（ｉ）ポリバケツ
　ポリプロピレン製ポリバケツ（容量９．５ｌ：開口部直径３００ｍｍ×底面直径１９０
ｍｍ×高さ２００ｍｍ）
（ii）分液ロート
　５００ｍｌ分液ロート（コックのオリフィス径５ｍｍ）
（iii）騒音計
　「ＳＤ－２２００」（商品名：扶桑理化製品株式会社製）
【００７１】
（ｂ）試料：
　・実施例１～１０（表２参照）
　・比較例１～３(表３参照)
【００７２】
（ｃ）実験方法：
ｉ）試料をポリバケツの底部外周壁面に密着状に貼り付けるとともに、ポリバケツの内側
底面から高さ３０ｍｍの位置に分液ロートのガラス管先端を設置して、この分液ロートに
より、３００ｍｌの水を、約１５秒間で落下させる水量（分液ロートのコック全開）で、
ポリバケツの内側底面中央に注水して、この注水時に生ずる発生音をポータブルトイレの
排泄音の擬似音として、その音量を騒音計により計測した。
【００７３】
　この際、上記騒音計の集音マイクは、ポリバケツの内側底面から高さ３００ｍｍの位置
に設置するとともに、計測された音量（騒音値）については、注水時の発生音の最大量を
計測値として記録した。
【００７４】
　以上の操作を、上記各試料（実施例１～１０および比較例１～３）についてそれぞれ５
回ずつ繰り返して、これら５回の注水における計測値の平均値を求めて、その結果を表２
および表３、ならびに図１および図２にそれぞれ示す。
【００７５】
ii）試料を、その自己粘着力を利用して、ポリバケツの底部外周壁面に一旦密着状に貼り
付けてから剥がし、再び密着状に貼り付けるという操作を複数回繰り返して、自己粘着力
による脱着性能を調べた。以上の操作を、上記各試料（実施例１～１０および比較例１～
３）についてそれぞれ複数回ずつ繰り返して、その結果を表２および表３にそれぞれ示す
。
【００７６】
（ｄ）実験結果：
　表２の実験結果から明らかなように、実施例１～１０はいずれも自己粘着性を有してお
り、それ自体で十分な接着力を有しているため、繰り返し脱着可能で作業性が非常に良い
ことが判明した。
【００７７】
　また、表２および図１の実験結果から明らかなように、実施例１～１０を自己粘着力に
よりそれぞれ貼り付けた場合の騒音は、いずれの実施例１～１０についても７０ｄＢ以下
で、貼り付けない場合の騒音に比較して－１０ｄＢ以上の減音効果が得られた。さらに、
図２から明らかなように、試料の比重が大きい方が、減音効果が高い傾向があることが分
かった。
【００７８】
　一方、表３の実験結果から明らかなように、比較例１～３については自己粘着力が弱く
、貼り付けても自重で剥がれ落ちる問題があり、自己粘着力での貼り付けでは消音器具と
しての機能を果たさないことが判明した。
【００７９】
　なお、表３および図１の実験結果から明らかなように、比較例１～３を両面テープでそ
れぞれ貼り付けた場合の騒音は、本発明の実施例１～１０とほぼ同等の減音ないしは消音



(11) JP 4810263 B2 2011.11.9

10

20

効果が得られたものの、剥がした後に再び貼り付けるには両面テープを新しいものに貼り
替える必要があり、繰返し脱着における作業性が非常に悪く、ポータブルトイレ用の消音
器具としては満足の得られるものではないことが判明した。
【００８０】
　以上から、本発明に係る消音器具（実施例１～１０）にあっては、その制振作用により
ポータブルトイレの振動を大幅に抑制して、周囲に漏れる使用時排泄音を有効に減音抑制
することができ、ポータブルトイレ使用者の精神的苦痛を和らげられることが分かる。
【００８１】
　また、本発明に係る消音器具（実施例１～１０）は、適度な自己粘着性を有するため繰
り返し脱着が可能で作業性に優れ、さらに水洗いが可能で衛生面でも優れることが確認で
きた。
【００８２】
　なお、上述した実施形態はあくまでも本発明の好適な実施態様を示すものであって、本
発明はこれに限定されることなく、その範囲内で種々の設計変更が可能である。
【００８３】
　例えば、上述した実施形態は、病院や一般家庭などの室内において使用されるポータブ
ルトイレ減音用としての消音器具であるが、本発明はこのようなポータブルトイレに限定
されるものではなく、同様な減音対策が要請される洗濯機の洗浄音や台所の流し台の洗浄
水音など、夜間等の静寂時の使用を制限される機器についても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の一実施形態であるポータブルトイレ用の消音器具について、比較例と比
較して行った減音・消音確認実験の実験結果を示す線図である。
【図２】同じく、同ポータブルトイレ用消音器具の減音効果と比重の関係を示す線図であ
る。
【図１】 【図２】
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